
電波法
第 76 条　総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法
若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに
基づく処分に違反したときは、３箇月以内の期間
を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を
定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力
を制限することができる。
 

放送法
第３条　放送番組は、法律に定める権限に基づく
場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律
されることがない。
第４条　放送事業者は、国内放送及び内外放送（以
下「国内放送等」という。）の放送番組の編集に当
たつては、次の各号の定めるところによらなけれ
ばならない。

一　公安及び善良な風俗を害しないこと。
二　政治的に公平であること。
三　報道は事実をまげないですること。
四　意見が対立している問題については、できるだ 
　　け多くの角度から論点を明らかにすること。

2016 年 2 月 29 日　衆議院予算委員会　奥野総一郎提出資料
出典＝電波法、放送法の条文より

資料１



この「政治的に公平であるこ

と」の解釈は、従来から、「政

治的問題を取り扱う放送番組

の編集に当たっては、不偏不

党の立場から特定の政治的見

解に偏ることなく、番組全体

としてのバランスのとれたも

のであること」としており、

その適合性の判断に当たって

は、一つの番組ではなく、放

送事業者の「番組全体を見て

判断する」としてきた

総務大臣の見解は、一つの番組のみでも、例えば、
①　選挙期間中又はそれに近接する期間において、殊更
に特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間にわたり
取り上げる特別番組を放送した場合のように、選挙の公
平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合
②　国論を二分するような政治課題について、放送事業
者が、一方の政治的見解を取り上げず、殊更に、他の政
治的見解のみを取り上げて、それを支持する内容を相当
の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合のように、
当該放送事業者の番組編集が不偏不党の立場から明らか
に逸脱していると認められる場合
といった極端な場合においては、一般論として「政治的
に公平であること」を確保しているとは認められない

※平成 27 年 5 月 12 日参議院総務委員会、藤川政人委員に対する

高市総務大臣答弁、同年12月4日「放送法遵守を求める視聴者の会」

の公開質問状に対する高市総務大臣回答趣旨同上

その際、「番組全体」を
見て判断するとしても、
「番組全体」は「一つ一
つの番組の集合体」であ
り、一つ一つの番組を見
て、全体を判断すること
は当然のことである。

（統一見解で新たに加
わった部分）

2016 年 2 月 29 日　衆議院予算委員会　奥野総一郎提出資料
出典＝平成 28 年２月 12 日総務省「政治的公平の解釈について」（政府統一見解）より

「政治的に公平であること」の解釈 資料 2



2016 年 2 月 29 日　衆議院予算委員会　奥野総一郎提出資料
出典＝2015 年 11 月 15 日付け読売新聞
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平成25年（2013年）
６月27日
７月４日

平成26年（2014年）
11月18日
11月20日

11月26日

平成27年（2015年）
３月23日
３月27日

４月17日

４月28日

５月12日
６月25日

11月14日～15日

11月26日

12月４日

12月24日

平成28年（2016年）
１月12日
１月15日

自民党 ＴＢＳ『ＮＥＷＳ23』（６月 26 日放送）に「番組内容が著しく公
正を欠いている」と抗議=7月２９日付け毎日新聞
自民党 番組での訂正に応じないＴＢＳの幹部取材を拒否（翌日に事実上
の謝罪があったとして解除）=7月２９日付け毎日新聞
安倍総理 ＴＢＳ『ＮＥＷＳ23』で街頭インタビューの編集に偏りがある
と批判=11月２8日付け毎日新聞
自民党 ＮＨＫと在京キー局に「選挙時期における報道の公平中立ならび
に公正の確保についてのお願い」文書を送付=11月 28日付け毎日新聞
自民党 テレビ朝日『報道ステーション』に対し、公平中立な報道を求め
る文書を送付=2015年 4月 11日付け朝日新聞
「左遷！ さらば、NHK 大越キャスター エースはなぜ飛ばされたのか」＝
4月 4日号週刊現代記事
元官僚古賀氏 テレビ朝日『報道ステーション』の番組降板に絡み「官邸
からのバッシング」を批判= 4月 1日付け朝日新聞
自民党情報通信戦略調査会　ＮＨＫ『クローズアップ現代』とテレビ朝
日『報道ステーション』関係者に事情を聴く＝4月 16日付け東京新聞
総務大臣 ＮＨＫ『クローズアップ現代』に対し、放送法第４条等に抵触
すると行政指導（厳重注意）＝4月 29日付け朝日新聞
総務大臣 政治的公平の補充的な説明（参・総務委員会　藤川委員質疑）
自民党勉強会 議員「マスコミ懲らしめるには広告収入なくせばいい」等
と発言＝6月 27日付け東京新聞
「放送法遵守を求める視聴者の会」 ＴＢＳ『ＮＥＷＳ23』の安保関連法案
反対発言を問題視する新聞広告「私達は、違法な報道を見逃しません。」
掲載＝11月 15日付け読売新聞、14日付け産経新聞
「放送法遵守を求める視聴者の会」 総務大臣宛に公開質問状＝11 月 27 日
付け産経新聞
総務大臣 公開質問状に対し政治的公平性の見解について回答＝「放送法
遵守を求める視聴者の会」ホームページより
テレビ朝日 『報道ステーション』古舘キャスターの年度末降板を発表＝
12月 26日付け東京新聞
ＮＨＫ『クローズアップ現代』国谷キャスター 年度末降板が判明＝1 月
13日付け毎日新聞
ＴＢＳ 『ＮＥＷＳ23』岸井キャスターの年度末降板を発表＝1 月 16 日付
け朝日、産経新聞

資料 4政治とメディアに関する出来事

2016 年 2 月 29 日　衆議院予算委員会　奥野総一郎提出資料
出典＝新聞報道等をもとに奥野総一郎事務所作成



平成26年１月25日

平成26年３月

平成26年３月18日

平成27年１月９日

平成27年２月５日

平成27年３月

平成27年12月8日

平成27年12月18日

平成28年1月29日

平成28年2月25日
平成28年2月23日

就任会見において、①従軍慰安婦問題②特定秘密保護法③靖国神社参

拝④番組編集権⑤国際放送について「政府が右というものを左とい

うわけにはいかない」など個人的見解を述べた。この見解が、公共

放送の会長としての政治的中立性が疑われ、放送法に違反するとし

て問題視された。＝1月 29日付け毎日新聞

平成 26 年３月に㈱ＮＨＫビジネスクリエイトにおいて架空売上計上

事案、㈱ＮＨＫ出版において架空外注費計上事案が発覚。相次ぐ不

祥事を受け「ＮＨＫ関連団体ガバナンス調査委員会」（小林英明委員

長）を設置。＝3月 7日付け読売新聞、3月 14日付け東京新聞

「クローズアップ現代 追跡 " 出家詐欺 "～狙われる宗教法人～」にお

いて、いわゆる「やらせ」があったとの記事が週刊誌で報じられた。

＝3月 19日付け毎日新聞

会長が国際放送番組審議会の席上、「領土問題は日本政府の方針が

はっきりしているが、河野談話についてはそうではない」という趣

旨の発言をしていたことが３月16日放送総局長定例会見で明らかに。

＝3月 19日付け朝日新聞

会長が定例記者会見で、戦後 70 年関連番組で従軍慰安婦問題を番組

で取り上げるかどうかは、政府の方針を見て判断する意向を示した

ことに対し、放送の自主自律が疑われる等の指摘がなされた。＝2 月

6日付け朝日、毎日、東京新聞

籾井会長が平成 27 年１月２日に私用目的で利用したハイヤー代金を

ＮＨＫが負担したことが内部通報で発覚。＝3月 16日付け朝日新聞

NHK がグループ会社と土地の共同購入計画を進めており用地を落札

していると報道された。＝12月 8日付け毎日新聞

NHKアイテックの職員2名が、架空発注で約2億円を不正に受け取っ

ていた疑いがあると発表。東京国税局の税務調査で不正行為が明ら

かに。＝12月 18日付け毎日新聞

NHK アナウンサーが、危険ドラッグを所持したとして逮捕される。

＝1月 29日付け朝日新聞夕刊

会長、不正調査の1億円超支出認める＝2月 25日付け毎日新聞夕刊

会長、衆議院総務委員会の答弁で不適切発言、撤回謝罪＝2 月 24 日

付け朝日新聞

2016 年 2 月 29 日　衆議院予算委員会　奥野総一郎提出資料
出典＝新聞報道等をもとに奥野総一郎事務所作成

資料 5相次ぐＮＨＫの問題


